
船舶事故等調査報告書 

平成２３年２月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１０広第１６６号 

事故等名 衝突（かき筏） 

発生日時 平成２２年９月２５日（土） １９時２０分ごろ 

発生場所 広島県江田島市 安芸絵ノ島灯台から真方位０７９°８００ｍ付近 

（概位 北緯３４°１７.５′ 東経１３２°２２.３′） 

事故等調査の経過  平成２２年１０月５日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務

所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

船種船名、総トン数 

船舶番号、船舶所有者等 

 

モーターボート ポレスターⅢ、４.２トン 

２７０－４４６６１広島、株式会社マリモ 

乗組員等に関する情報 船長、二級小型船舶操縦士 

死傷者等 なし 

損傷 本船：船底部に擦過傷 

かき筏：全損 

事故等の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、１人を同乗させ、絵ノ島の東方沖に設

置されたかき養殖施設付近を対地速力約２０ノットで手動操舵により北

東進中、平成２２年９月２５日１９時２０分ごろかき筏に衝突した。 

気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北東、風力 ３、視界 良好 

海象：潮汐 上げ潮の中央期 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 本船は、絵ノ島の東方に所在するかき養殖施設

付近を北東進中、船長が、適切な見張りを行って

いなかったことから、かき養殖施設の位置を示す

標識灯を見落とし、かき筏に向けて航行して衝突

したものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、絵ノ島の東方に所在するかき養殖施設付近を

北東進中、船長が、適切な見張りを行っていなかったため、かき養殖施設

の位置を示す標識灯を見落とし、かき筏に衝突したことにより発生したも

のと考えられる。 

 




